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河
川
の
比
較
社
会
学
に
向
け
て

田

重

女子

中

河川の比較社会学に向けて

一
は
じ
め
に

二
環
境
社
会
学
と
地
域
社
会
学
の
接
点
を
求
め
て

三
河
川
比
較
の
三
つ
の
レ
ベ
ル

四
河
川
の
比
較
検
討
の
実
際

五
河
川
の
共
通
性

六
河
川
を
め
ぐ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
変
遷

七
河
川
環
境
が
直
面
す
る
状
況

八
今
後
の
河
川
整
備
の
あ
り
方

九
河
川
管
理
の
た
め
の
重
層
的
モ
デ
ル

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
河
川
管
理
の
た
め
の
重
層
的
モ
デ
ル
の
必
要
性
お
よ
び
、
河
川
の
比
較
社
会
学
の
構
想
を
論
ず
る
。
「
河
川
の
社
会

学
」
を
考
え
る
場
合
、
河
川
と
い
う
「
自
然
公
物
」
の
背
後
に
「
歴
史
的
に
作
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
、
制
度
的
に
定
め
ら
れ
た
社
会
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制
度
や
慣
習
」
を
社
会
学
者
は
見
る
。
水
が
人
間
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
水
を
め
ぐ
る
社
会
制
度
は
社
会

に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
と
し
て
存
続
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
「
河
川
と
人
と
の
関
係
」
は
、
「
人
と
人
と
の
関
係
」
「
社
会
集
団
と
社

会
集
団
と
の
関
係
」
「
人
と
社
会
（
地
域
社
会
、
あ
る
い
は
全
体
社
会
）
と
の
関
係
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
河
川
の
社
会
学
」
が

290 

可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
河
川
の
社
会
学
の
な
か
で
、
な
ぜ
、
河
川
の
比
較
社
会
学
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
学
に
お
い
て
、
河
川
研
究

の
歴
史
は
必
ず
し
も
古
く
な
い
し
、
蓄
積
も
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
限
ら
れ
た
研
究
に
お
い
て
も
、
複
数
の
河
川
を
比
較
研
究
し

た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
地
理
学
等
が
数
多
く
の
比
較
河
川
地
理
学
（
そ
う
し
た
言
葉
は
使
っ
て
は
い
な
い
が
）
が
豊
富
で
あ
る
（
例

え
ば
、
大
矢
、
一
九
九
三
一
小
出
、
一
九
七
二
）
の
に
対
し
て
、
社
会
学
は
対
局
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
河
川
全
体
を
議
論
す
る

と
き
に
個
別
河
川
の
特
徴
な
の
か
否
か
を
判
別
す
る
た
め
に
も
、
複
数
の
河
川
を
研
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
比
較

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
河
川
の
「
個
性
」
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
河
川
の
比
較
社
会
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

河
川
の
比
較
社
会
学
と
は
、
河
川
全
体
を
視
野
に
お
さ
め
る
よ
う
な
広
域
的
な
視
点
か
ら
、
性
格
の
異
な
る
河
川
を
比
較
す
る
、

比
較
の
視
点
を
も
っ
て
、
「
河
川
と
流
域
社
会
、
流
域
の
人
々
の
生
活
と
の
関
連
性
」
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

際
、
河
川
は
河
川
法
を
は
じ
め
と
す
る
「
行
政
制
度
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
」
関
係
上
、
制
度
論
的
視
点
を
強
調
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
河
川
行
政
、
河
川
管
理
に
お
け
る
国
家
の
役
割
の
再
検
討
を
行
な
う
と
と
も
に
、
環
境
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
治
水
、

利
水
を
含
め
た
総
合
的
な
河
川
研
究
を
め
ざ
す
。
最
後
の
点
に
関
し
て
は
、
と
く
に
、
災
害
研
究
と
環
境
研
究
と
の
統
合
を
図
る
と

い
う
課
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。



環
境
社
会
学
と
地
域
社
会
学
の
接
点
を
求
め
て

河
川
の
比
較
社
会
学
を
構
想
す
る
に
は
、
生
活
環
境
主
義
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
社
会
学
の
研
究
と
地
域
社
会
研
究
と
の
架
橋
が

必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
豊
か
な
研
究
蓄
積
の
あ
る
環
境
社
会
学
か
ら
の
成
果
を
、
地
域
社
会
学
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
検
討
す

る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
「
地
域
社
会
学
の
立
場
」
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
が
考
え
る
地
域
社
会
学
で

あ
っ
て
、
地
域
社
会
学
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
中
心
と
な
る
理
論
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
「
ザ
・
地
域
社
会

学
」
を
決
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

「
環
境
」
概
念
の
検
討

地
域
社
会
学
か
ら
見
て
、
環
境
社
会
学
に
は
「
環
境
帝
国
主
義
」
的
な
前
提
が
内
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
薄
め
る
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
言
う
環
境
帝
国
主
義
と
は
、
「
そ
の
地
域
の
人
々
の
意
見
や
判
断
に
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
者
の
側

（一）

河川の比較社会学に向けて

の
考
え
た
（
定
義
し
た
）
環
境
を
第
一
の
価
値
と
し
て
、
研
究
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
環
境
社
会
学
者
は
往
々
に
し
て
、
こ
の
環
境

帝
国
主
義
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
河
川
を
研
究
す
る
社
会
学
者
に
と
っ
て
、
つ
ね
に
、
自
分
の
論
じ
て
い
る
「
環
境

と
は
何
か
」
を
自
覚
的
に
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
環
境
帝
国
主
義
と
い
う
大
袈
裟
な
言
葉
を
あ
え
て
使
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
理
由

は
、
環
境
に
関
わ
る
専
門
家
や
運
動
家
、
行
政
担
当
者
と
は
異
な
り
、
一
般
の
生
活
者
は
「
環
境
」
を
最
上
位
の
価
値
と
し
て
生
活

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
環
境
の
た
め
に
」
生
活
の
利
便
性
を
犠
牲
に
す
る
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
生
活
の
利
便
性

の
た
め
に
、
「
環
境
」
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
人
が
多
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
を
研
究
し
て
い
る
研
究
者
は
、
無
意
識

の
う
ち
に
、
「
環
境
を
第
一
の
も
の
」
と
し
て
議
論
を
進
め
が
ち
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
の
場
合
に
は
、
研
究
の
対
象
と
し
て
住
民
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の
暮
ら
し
な
ど
は
最
初
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
環
境
第
こ
と
い
う
視
点
は
致
し
方
な
い
。
だ
が
、
社
会
や
暮
ら
し
を

研
究
し
て
い
る
社
会
学
者
に
と
っ
て
は
、
「
環
境
以
外
の
社
会
や
生
活
」
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
致
命
的
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
際
、
次
の
言
葉
を
繰
り
返
し
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
私
た
ち
は
、
当
該
地
域
で
生
活
す
る
居

292 

住
者
を
第
一
と
考
え
る
の
で
、
自
身
を
『
生
活
環
境
主
義
者
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
私
た
ち
の
立
場
に
立
て
ば
、
し
ば
し
ば
［
琵
琶

湖
周
辺
の
内
湖
の
］
ク
リ
ー
ク
（
堀
）
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
も
肯
定
さ
れ
る
。
そ
こ
が
低
湿
地
で
一
た
び
洪
水
が
起
こ
れ
ば
、
「
棺

桶
も
プ
カ
プ
カ
浮
か
ぶ
、
な
さ
け
な
い
と
こ
ろ
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
は
自
然
破
壊
な
の
で
断
固
阻
止
す
べ
き
だ
と
、

ど
う
し
て
い
え
よ
う
か
」
（
〔
］
内
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
、
鳥
越
、
一
九
八
四
二
二
一
三
一
）
と
い
う
、
生
活
環
境
主
義
の
提
唱
者
の
鳥

越
陪
之
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
問
題
提
起
か
ら
二

O
年
後
の
現
在
、
琵
琶
湖
周
辺
の
地
域
で
は
、
内
湖
を
埋
め
立
て
、
水
田
化
、
宅

地
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
良
質
の
コ
メ
が
で
き
な
い
埋
立
地
に
対
し
て
「
も
う
一
度
、
内
湖
に
戻
せ
な
い
か
」
「
ビ
オ

ト
l
プ
と
し
て
再
生
で
き
な
い
か
」
と
い
う
声
も
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
住
民
が
考
え
る
「
環
境
」
と
「
生
活
」

と
の
関
係
は
、
時
間
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
環
境
と
は
一
義
的
に
定
義
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
よ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
時
代
に
よ
っ
て
も
、

さ
ら
に
同
一
社
会
内
の
地
域
に
よ
っ
て
も
環
境
の
定
義
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
環
境
に
「
恵
ま
れ
て
い
た
」
（
と
現
在
判

断
し
て
い
る
）
時
代
に
は
、
「
環
境
」
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
現
代
で
も
、
階
層
な
ど
の
社
会
集
団
ご
と
に

「
環
境
」
の
意
味
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
環
境
社
会
学
に
と
っ
て
、
つ
汚
染
。
が
極
め
て
社
会
・
文
化
的
な
概
念
で

一
九
八
四
二
三
二
一
）
と
い
う
指
摘
は
、
環
境
研
究
の
出
発
点
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
現

あ
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
」
（
嘉
田
、

在
で
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
嘉
田
由
紀
子
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
琵
琶
湖
の
水
環
境
が
近
年
急
速
に
ク
汚

染
。
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
人
び
と
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
達
は
こ
の
調
査
を
進
め
る
過
程
で
ひ
と
つ

の
壁
に
つ
き
あ
た
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
私
た
ち
は
ク
水
汚
染
。
は
、

い
わ
ゆ
る
湖
の
自
然
現
象
を
扱
っ
て
い
る
分
野
の
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人
び
と
の
間
で
は
と
っ
く
に
定
義
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
何
人
か
の
水
質
化
学
を
扱
う
人
び
と

と
の
接
触
の
中
で
『
私
達
は
水
の
成
分
濃
度
は
扱
、
つ
け
れ
ど
汚
染
は
扱
わ
な
い
』
と
い
う
意
見
を
聞
く
に
及
び
、
ク
汚
染
。
が
極
め

て
社
会
・
文
化
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
」
（
同
一
一
一
一
一
二
）
。
こ
の
文
章
は
、
自
然
科
学
的
に
ク
汚
染
。
を
定
義
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
発
言
か
ら
、
ク
汚
染
。
は
社
会
文
化
的
な
定
義
が
必
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
実
際

の
社
会
に
お
い
て
は
、
ク
汚
染
。
や
ク
環
境
ψ

と
い
う
概
念
は
繰
り
返
し
定
義
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
ク
環
境
ψ

に
注
目
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
の
は
、
環
境
破
壊
が
進
ん
で
き
た
と
き
で
あ
る
。
豊
か
な
環
境
が

存
在
し
た
時
に
は
、
人
々
は
あ
ま
り
ク
環
境
。
に
言
及
し
な
い

0

ク
環
境
。
に
は
、
「
語
ら
れ
る
環
境
」
と
「
語
ら
れ
な
い
環
境
」
が

あ
る
。
同
様
に
、
ク
汚
染
。
に
つ
い
て
も
、
「
語
ら
れ
る
汚
染
」
と
「
語
ら
れ
な
い
汚
染
」
（
往
々
に
し
て
、
意
図
的
に
）
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
ク
環
境
。
と
い
う
言
葉
は
、
社
会
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
環
境
の
社
会
学
的
研
究
上
の
定
義
と
社
会
で
下
さ
れ
る
定
義
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
社
会

内
部
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に
関
す
る
定
義
が
あ
り
、
そ
れ
が
時
代
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
環
境
帝
国
主
義
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
環
境
を
河
川
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

そ
れ
は
、
環
境
だ
け
を
取
り
出
し
て
考
え
る
こ
と
な
く
、
治
水
、
利
水
、
環
境
を
相
互
関
連
さ
せ
な
が
ら
河
川
を
考
え
る
こ
と
で
あ

る。

「
単
一
目
的
」
的
発
想
か
ら
の
脱
出
一
多
元
的
発
想
ヘ

以
上
の
点
を
、
河
川
に
関
す
る
発
想
法
に
関
連
付
け
る
と
、
「
単
機
能
的
・
標
準
化
の
発
想
」
か
ら
「
多
機
能
的
な
も
の
を
ま
と

め
あ
げ
る
発
想
」
へ
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
河
川
土
木
で
は
、
河
川
を
「
治
水
」
と
い
う
観
点
だ
け
か
ら
考
え
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
の
河
川
を
作
っ
て
き
た
。

（ニ）
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し
か
し
現
在
の
河
川
土
木
の
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
三
面
張
り
河
川
工
事
そ
の
も
の
が
見
直
さ
れ
、
水
辺
設
計
、
水
辺
空
間
、

水
辺
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
分
野
で
は
、
「
従
来
の
実
用
的
価
値
（
例
え
ば
治
水
）
の
み
を
追
求
し
た
単

294 

［
一
］
目
的
的
発
想
」
（
篠
原
、
二
O
O
六
二
O
一
）
は
通
用
し
な
い
と
い
う
。

か
つ
て
の
「
単
機
能
的
・
標
準
化
の
発
想
」
に
つ
い
て
、
篠
原
修
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
高
度
成
長
時
代
の
水
辺
整
備
は
、
治

水
あ
る
い
は
利
水
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
事
業
を
な
る
べ
く
安
く
速
く
進
め
る
必
要
も
あ
っ
て
、
設
計
に
は
標
準
設

計
が
大
幅
に
採
用
さ
れ
た
、
そ
の
結
果
は
、
東
海
道
新
幹
線
の
標
準
ラ
ー
メ
ン
高
架
橋
で
あ
り
、
河
川
の
表
情
、
個
性
に
は
お
構
い

な
し
の
決
ま
り
決
ま
っ
た
灰
色
の
ワ
l
レ
ン
ト
ラ
ス
橋
で
あ
り
、
都
市
河
川
で
は
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
カ
ミ
ナ
リ
堤
防
で
あ
り
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
護
岸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
発
想
は
、
設
計
の
目
的
を
一
つ
（
多
く
の
場
合
、
治
水
）
に
絞
り
、
そ
れ
以
外

の
効
用
の
可
能
性
を
考
え
な
い
単
［
一
］
目
的
（
単
機
能
）
の
発
想
で
あ
る
。
こ
の
発
想
で
は
同
時
に
効
率
が
最
重
視
し
さ
れ
た
た

め
、
目
的
以
外
の
『
無
駄
」
は
一
切
排
除
さ
れ
た
。
堤
防
や
護
岸
は
治
水
の
目
的
の
み
に
奉
仕
す
る
存
在
で
あ
り
、
水
辺
の
遊
び
、

環
境
、
景
観
等
に
対
す
る
配
慮
は
払
わ
れ
な
か
っ
た
」
（
同
一
一
一
一
一
一
）
の
で
あ
っ
た
。

同
様
に
、
社
会
学
者
も
「
環
境
」
だ
け
を
考
え
て
い
る
と
、
こ
れ
と
同
じ
過
ち
を
し
か
ね
な
い
。
治
水
と
い
う
単
一
目
的
か
ら
、

環
境
と
い
う
単
一
目
的
に
置
き
換
え
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
、
「
単
機
能
の
発
想
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
重
要

な
こ
と
は
、
「
治
水
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
そ
の
発
想
法
そ
の
も
の
を
変
え
、
治
水
・
利
水
と
環
境
と
を
総
合
的
に
捉
え
る
発

想
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

篠
原
修
の
言
葉
を
再
び
借
り
る
な
ら
ば
、
今
必
要
な
の
は
、
「
多
様
な
機
能
的
要
請
に
応
え
て
対
象
を
一
つ
の
良
い
形
に
ま
と
め

上
げ
る
発
想
法
」
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
と
土
木
技
術
者
が
扱
う
対
象
は
、
河
川
の
護
岸
、
堤
防
、
高
水
敷
［
な
ど
の
］
：
：
：
多
様

な
機
能
を
備
え
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
治
水
と
い
う
主
目
的
に
加
え
て
、
護
岸
は
水
辺
へ
の
ア
ク
セ
ス
路
で
あ
り
、
子
供
達

の
水
遊
び
の
舞
台
で
あ
り
、
ま
た
河
川
風
景
の
添
景
と
な
っ
て
風
景
に
人
間
味
を
加
え
る
要
素
で
あ
る
。
堤
防
は
溢
水
を
防
ぐ
施
設



で
あ
る
と
同
時
に
、
住
民
の
散
歩
道
で
あ
り
、
野
草
摘
み
の
場
で
も
あ
っ
た
。
対
象
が
実
体
と
し
て
備
え
て
い
る
多
機
能
性
を
再
認

識
す
れ
ば
、
そ
の
設
計
思
想
は
自
ら
の
デ
ザ
イ
ン
に
、
つ
ま
り
多
様
な
機
能
的
要
請
に
応
え
て
対
象
を
一
つ
の
良
い
形
に
ま
と
め
上

げ
る
発
想
法
に
、
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
（
同
一
一
一
四
）
。
こ
の
戒
め
は
、
土
木
研
究
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

河川の比較社会学に向けて

「
攻
め
の
環
境
社
会
学
」
か
ら
「
創
造
の
環
境
社
会
学
」
ヘ

こ
れ
ま
で
の
環
境
社
会
学
は
「
攻
め
の
環
境
社
会
学
」
で
あ
っ
た
。
日
本
の
環
境
社
会
学
は
当
初
、
水
俣
病
や
四
日
市
端
息
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
圧
倒
的
な
人
間
へ
の
生
命
・
健
康
へ
の
被
害
を
前
に
、
「
被
害
者
を
ど
う
救
済
す
る
か
」
「
環
境
を
ど
う
改
善
す
る

か
」
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
「
日
本
で
は
公
害
問
題
の
深
刻
な
被
害
の
分
析
か
ら
出
発
し
て
環
境
社
会
学

と
い
う
名
付
け
に
至
」
っ
た
（
古
川
、
一
九
九
九
一
六
八
）
。
こ
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
環
境
」
概
念
を
定
義
せ
ず
と
も
研

究
者
は
住
民
と
容
易
に
「
環
境
」
概
念
を
共
有
で
き
た
。
当
時
、
「
環
境
を
回
復
す
る
」
と
い
う
場
合
、
「
現
在
の
極
度
に
悪
化
し
た

環
境
の
状
態
か
ら
改
善
す
る
」
と
い
う
点
で
、
そ
こ
で
の
「
環
境
」
概
念
は
誰
の
目
に
も
「
明
ら
か
」
で
あ
っ
た
口
し
か
し
、
実
際

に
は
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
「
環
境
」
像
が
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
。

環
境
面
で
一
定
の
改
善
が
図
ら
れ
て
き
た
現
時
点
で
は
、
住
民
間
で
「
環
境
」
概
念
は
多
様
化
し
、
か
つ
て
の
よ
う
に
「
自
然

に
」
住
民
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
研
究
者
の
も
っ
て
い
る
「
環
境
」
概
念
が
ど
う
い
う
も
の

で
あ
る
か
、
そ
れ
は
多
様
に
存
在
す
る
住
民
の
環
境
概
念
と
ど
の
点
で
一
致
し
、
ど
の
点
で
一
致
し
て
い
な
い
の
か
、
さ
ら
に
、
ど

の
住
民
層
の
環
境
概
念
と
一
致
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
者
自
身
も
こ
の
点
を
、
自
ら
点
検
す
る
必
要

が
あ
る
。

（三i社
会
全
体
の
環
境
意
識
の
「
向
上
」
、
環
境
改
善
へ
の
取
り
組
み
の
「
一
定
の
成
果
の
達
成
」
の
な
か
で
、
環
境
社
会
学
の
研
究

の
内
容
も
、
「
攻
め
の
環
境
社
会
学
」
か
ら
「
創
造
の
環
境
社
会
学
」
へ
と
再
編
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
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「
攻
め
の
環
境
社
会
学
」
は
、
悪
化
し
た
環
境
を
前
に
、
加
害
者
を
「
告
発
し
」
そ
の
問
題
を
「
緊
急
に
解
決
す
る
」
た
め
の
学

問
的
な
努
力
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
「
対
抗
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
提
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
被
害
構
造

論
や
社
会
運
動
論
、
行
政
制
度
批
判
や
企
業
批
判
か
ら
の
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
創
造
の
環
境
社
会
学
」
に
お

い
て
は
、
「
対
抗
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
提
示
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
視
野
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
創
造
の
環
境
社
会
学
」
に
お
い
て
は
、

環
境
社
会
学
の
課
題
は
、
環
境
が
持
続
的
に
保
全
さ
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
は
い
か
な
る
も
の
か
、
さ
ら
に
、
長
期
的
な
パ

l
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
に
た
っ
て
環
境
が
改
善
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
い
っ
た
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が
必
要
な
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

生
活
環
境
主
義
が
注
目
し
て
き
た
「
地
域
生
活
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
環
境
保
全
の
作
法
」
を
現
代
に
ど
う
生
か
す
か
と
い
う
問

い
か
け
に
、
も
は
や
止
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
地
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
生
活
環
境
主
義
は
時
代
錯
誤
と
い
う

批
判
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
こ
れ
ま
で
の
環
境
保
全
の
作
法
に
代
わ
っ
て
「
新
し
い
環
境
保
全

の
た
め
の
作
法
」
を
ど
う
創
り
出
し
て
ゆ
け
る
の
か
、
新
た
な
作
法
が
現
在
の
環
境
関
連
の
社
会
的
な
仕
組
み
ゃ
政
策
と
う
ま
く
接

合
し
て
ゆ
け
る
の
か
、
新
た
な
作
法
が
環
境
を
再
生
し
う
る
の
か
、
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
生
活
環
境
主
義
か
ら
、

小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
や
人
々
の
日
常
生
活
の
あ
り
方
か
ら
環
境
を
捉
え
る
と
い
う
パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
引
き
継
ぎ
な

が
ら
も
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
厳
し
い
日
を
現
代
の
生
活
に
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
環
境
主
義
は
、
か
つ
て
「
自

然
に
（
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
）
行
な
っ
て
き
た
生
活
の
仕
方
」
が
環
境
を
守
っ
て
き
た
生
活
実
践
の
あ
り
方
を
解
明
し
て
き
た
が
、

現
在
「
自
然
に
（
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
）
暮
ら
し
て
い
る
」
「
善
良
な
」
市
民
が
日
々
、
自
然
を
壊
し
て
い
る
生
活
実
践
の
あ
り
方

を
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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重
層
的
な
モ
デ
ル
（
最
終
節
で
後
述
）
に
基
づ
く
「
攻
め
の
環
境
社
会
学
」
を
構
想
す
る
こ
と
を
前
提
に
生
活
環
境
主
義
の
問
題

点
は
、
第
一
に
、
生
活
環
境
主
義
的
な
研
究
は
従
来
、
小
さ
い
日
常
的
な
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の
環
境
適
応
行
動
を
取
り
上
げ
説
明
す

る
こ
と
に
は
成
功
し
て
き
た
が
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
環
境
不
適
応
行
動
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
重
層
的
な
社
会
シ
ス



河川の比較社会学に向けて

河川の比較研究の際の三つの階層

！｜……要因l
ti図5の全体社会レベルの要因｜

図1

河川ごとの個性

テ
ム
の
な
か
で
、
小
さ
い
社
会
シ
ス
テ
ム
に
関
心
を
限
定
さ
せ
す
ぎ
て
い
る
た
め
に
、
環
境
を
保
全
し

て
ゆ
く
シ
ス
テ
ム
全
体
を
議
論
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。

河
川
比
較
の
三
つ
の
レ
ベ
ル

河川の共通性

河
川
の
比
較
研
究
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
つ
の
レ
ベ
ル
と
は
、
日
本
の
河
川
全
体
を
共
通
に
規
定
し
て
い
る
部
分
（
と

く
に
、
河
川
を
め
ぐ
る
法
、
行
政
制
度
）
、
第
二
に
、
他
の
河
川
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
河

川
が
も
っ
て
い
る
個
性
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
部
分
、
さ
ら
に
第
三
に
、
同
一
河
川
に
お
い
て
、
上
流

か
ら
下
流
ま
で
の
各
地
域
で
河
川
と
い
か
な
る
形
で
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
、
地
域
社
会
と
河
川
と

の
相
互
関
係
と
し
て
捉
え
る
部
分
（
た
と
え
ば
、
農
業
用
水
と
濯
蹴
組
織
、
地
域
社
会
構
造
、
水
防
組
織
と

地
域
社
会
な
ど
、
具
体
的
な
テ
l
マ
と
し
て
は
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
る
）
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
図

に
表
す
と
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

四

河
川
の
比
較
検
討
の
実
際

わ
れ
わ
れ
が
比
較
河
川
研
究
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
試
行
錯
誤
の
過
程
（
田
中
重
好
ほ

か
、
二

O
O
八
）
を
少
し
紹
介
し
な
が
ら
、
河
川
の
比
較
社
会
学
の
具
体
像
を
検
討
し
た
い
。
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ハ
門
河
川
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

ま
ず
、
河
川
と
流
域
住
民
と
の
関
わ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
岩
木
川
、
白
川
、
長
良
川
流
域
住
民
を
対
象
と
し
た
ア
ン
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ケ
l
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

全
体
と
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
（
田
中
重
好
ほ
か
、
二

O
O
八
）
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一

に
、
全
国
的
に
、
こ
れ
ま
で
進
ん
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
川
離
れ
」
が
、
「
川
へ
の
関
心
の
回
帰
」
と
い
う
形
で
反
転
し
た
。

第
二
に
、
そ
の
川
へ
の
回
帰
を
促
し
て
い
る
の
は
、
河
川
環
境
へ
の
関
心
の
高
ま
り
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
う
し
た
関
心
の
高
ま
り

と
と
も
に
、
河
川
管
理
な
ど
を
も
っ
ぱ
ら
「
行
政
の
仕
事
」
と
捉
え
て
き
た
従
来
の
住
民
意
識
が
変
化
し
、
河
川
管
理
に
住
民
自
身

も
主
体
的
に
関
わ
ろ
う
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
き
た
。
第
四
に
、
行
政
に
対
し
て
も
流
域
住
民
は
、
従
来
の
治
水
、
利
水
だ
け
で

は
な
く
、
環
境
へ
の
か
か
わ
り
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状

況
を
相
互
に
比
較
検
討
す
る
上
で
、

一
定
の
意
義
が
あ
っ
た
。

同
都
市
と
流
域
最
大
都
市
と
の
関
連
か
ら
み
た
比
較

比
較
河
川
研
究
を
す
る
た
め
に
、
地
域
社
会
と
の
関
係
に
着
目
し
た
。
特
に
、
河
川
と
河
川
周
辺
都
市
と
の
関
連
に
着
目
し
た
口

調
査
対
象
と
し
た
青
森
県
岩
木
川
に
は
、
中
流
域
に
人
口
約
一
八
万
人
の
弘
前
市
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
木
曾
三
川
に
は
名
古
屋

市
（
人
口
お
お
よ
そ
二
五
O
万
人
）
が
下
流
域
に
存
在
す
る
。
弘
前
市
の
二

O
万
人
弱
の
都
市
と
、
名
古
屋
市
の
二
五
O
万
人
の
都
市

と
の
中
間
規
模
の
、
河
川
近
く
に
あ
る
都
市
を
探
す
と
、
人
口
六
O
万
人
規
模
の
熊
本
市
が
見
出
さ
れ
た
。

ま
ず
、
こ
う
し
た
大
雑
把
な
捉
え
方
を
も
っ
て
、
青
森
県
の
岩
木
川
、
長
野
・
岐
阜
・
愛
知
・
三
重
県
の
木
曾
三
川
、
熊
本
県
の

白
川
を
対
象
と
し
て
選
定
し
て
、
研
究
を
出
発
さ
せ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
研
究
を
進
め
て
み
る
と
、
木
曾
三
川
全
体
を
一
挙
に
取

り
上
げ
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
た
め
に
、
木
曾
三
川
の
な
か
で
も
長
良
川
に
限
定
し
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
考
え
た
。
す
る
と
今



後
は
、
名
古
屋
市
と
長
良
川
と
は
、
名
古
屋
市
は
長
良
川
の
集
水
域
で
は
な
い
こ
と
、
名
古
屋
市
の
水
道
水
は
木
曽
川
か
ら
取
水
し

て
い
る
が
、
長
良
川
で
は
な
い
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
き
た
。
で
は
、
か
り
に
名
古
屋
市
が
取
水
し
て
い
る
木
曽
川
に
代
え
て
も
、

集
水
域
か
ら
は
外
れ
て
お
り
、
名
古
屋
市
は
木
曽
川
の
流
域
都
市
と
は
い
え
な
い
。
流
域
圏
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
と
、
弘
前

市
も
熊
本
市
も
各
河
川
の
集
水
域
に
位
置
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
熊
本
市
の
水
道
は
、
白
川
か
ら
取
水
せ
ず
、
豊
富
な
地
下
水
を
利

用
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
弘
前
市
と
熊
本
市
と
は
各
河
川
「
第
一
次
流
域
圏
」
に
属
し
て
い
る
が
、
名
古
屋
市
は
木
曽
川
の
第

一
次
流
域
圏
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
名
古
屋
市
は
、
木
曾
三
川
の
「
第
二
次
流
域
圏
」
（
あ
る
い
は
「
利
水
域
」
）
と
し
か
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
な
い
。
導
水
路
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
る
現
在
、
流
域
圏
、
集
水
域
、
利
水
域
が
一
致
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
河
川
と
都
市
と
の
関
連
性
は
、
一
様
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
機
械
的
な
比
較
は
意
味
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

比
較
河
川
研
究
に
お
い
て
、
ど
う
比
較
す
る
地
域
・
河
川
を
選
択
し
、
調
査
項
目
を
組
み
立
て
て
ゆ
く
の
か
が
難
し
い
。

河川の比較社会学に向けて

国
「
上
・
中
・
下
流
の
地
域
社
会
と
河
川
と
の
関
連
性
」
か
ら
の
比
較
研
究

河
川
と
都
市
と
の
関
連
性
は
、
必
ず
し
も
簡
単
に
比
較
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
各
河
川
に
つ
い
て
、
上

流
、
中
流
、
下
流
に
わ
け
で
「
河
川
と
地
域
社
会
と
の
関
連
」
を
研
究
し
、
比
較
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川

に
つ
い
て
、
上
流
、
中
流
、
下
流
を
模
式
図
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
図
1
の
第
三
レ
ベ
ル
の
考
察
で
あ
る
。

上
流
、
中
流
、
下
流
を
、
研
究
上
先
行
し
て
い
る
岩
木
川
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
。
岩
木
川
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
、
研
究
を
進
め
て
き
た
（
山
下
、
二
O
O
四
、
二
O
O
五

a
、
二
O
O
五
b
、
二
O
O
六
一
田
中
重
好
、
二
O
O
五
b
一
辻
村
、
二
0
0

六）。岩
木
川
の
源
流
部
は
「
ブ
ナ
の
原
生
林
」
が
残
る
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
白
神
山
地
で
あ
る
。
上
流
の
山
村
集
落
は
過
疎
地
域

で
、
現
在
は
人
口
減
少
に
悩
ん
で
い
る
。
か
つ
て
は
、
鉱
山
が
あ
り
、
山
仕
事
と
し
て
も
炭
焼
き
や
造
林
の
仕
事
が
あ
っ
た
。
い
わ
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ば
、
か
つ
て
は
「
山
に
仕
事
が
あ
り
、
暮
ら
し
が
あ
っ
た
」
。
し
か
し
、
鉱
山
の
閉
山
、
林
野
行
政
の
ゆ
き
づ
ま
り
に
よ
っ
て
、
山

に
働
く
場
が
な
く
な
る
と
、
出
稼
ぎ
、
離
村
な
ど
に
よ
っ
て
人
口
減
少
が
進
み
、
高
齢
化
が
進
ん
だ
。

岩
木
川
の
最
上
流
部
、
西
目
屋
村
に
は
、
一
九
六

O
年
に
目
屋
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
砂
子
瀬
集
落
は
、
目
屋
ダ
ム
湛

水
線
よ
り
高
い
場
所
に
集
落
移
転
し
た
。
当
時
は
、
ま
だ
山
に
仕
事
が
あ
り
、
水
没
集
落
に
暮
ら
す
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
地
域
を

離
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ダ
ム
完
成
後
、
山
仕
事
が
な
く
な
り
、
人
口
減
少
が
始
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か

で
、
目
屋
ダ
ム
よ
り
も
規
模
の
大
き
い
津
軽
ダ
ム
建
設
計
画
が
た
て
ら
れ
、
再
度
、
砂
子
瀬
集
落
と
川
原
平
集
落
の
移
転
が
求
め
ら

れ
た
。
砂
子
瀬
集
落
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
ダ
ム
建
設
に
よ
る
集
落
移
転
は
、
二
度
目
の
移
転
で
あ
っ
た
。

岩
木
川
の
中
流
域
に
は
、
河
川
勾
配
が
緩
や
か
に
な
り
、
平
野
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
中
流
域
の
傾
斜
地
や
小
高
い
土
地
に
は
、

り
ん
ご
園
、
平
地
に
は
水
田
が
広
が
り
、
さ
ら
に
、
岩
木
川
右
岸
に
は
、
津
軽
地
方
最
大
の
都
市
、
弘
前
市
が
あ
る
。

岩
木
川
中
流
部
に
入
る
直
前
の
頭
首
工
（
取
り
入
れ
口
）
か
ら
大
量
の
農
業
用
水
が
取
水
さ
れ
、
土
淵
堰
（
農
業
用
水
路
）
で
導
水

さ
れ
て
、
岩
木
川
下
流
部
の
津
軽
平
野
に
広
が
る
水
田
地
帯
を
潤
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
岩
木
川
中
流
域
で
は
、
農
業
用
水
が
必

要
な
期
間
に
（
そ
れ
は
、
津
軽
地
方
で
は
、
東
海
、
関
東
地
方
と
は
異
な
り
雨
の
少
な
い
期
間
で
も
あ
る
）
、
極
端
に
河
川
流
量
が
不
足
す

る
。
弘
前
市
へ
の
水
道
水
の
取
水
の
た
め
、
さ
ら
に
流
量
は
減
少
す
る
。
流
量
不
足
に
加
え
て
、
昭
和
三

0
年
代
の
河
川
敷
か
ら
の

砂
利
の
採
取
、
目
屋
ダ
ム
完
成
後
の
上
流
か
ら
の
土
砂
供
給
の
停
止
な
ど
に
よ
っ
て
、
河
床
の
低
下
が
著
し
く
進
ん
だ
。

岩
木
川
流
域
の
な
か
で
は
、
中
流
域
が
も
っ
と
も
人
口
密
度
が
高
く
、
洪
水
危
険
度
は
も
っ
と
も
高
い
。
と
く
に
、
岩
木
川
の
中

流
域
か
ら
下
流
域
に
変
わ
る
、
岩
木
川
（
本
川
）
、
浅
瀬
石
川
、
平
川
の
三
つ
の
河
川
が
合
流
す
る
付
近
で
、
洪
水
が
発
生
し
や
す

い
。
こ
の
三
川
合
流
地
点
か
ら
、
河
川
勾
配
が
急
速
に
な
く
な
り
、
そ
の
下
流
部
で
は
低
地
の
平
野
が
続
く
。
そ
の
た
め
、
洪
水
が

起
こ
り
ゃ
す
く
な
る
。
こ
う
し
た
自
然
条
件
を
持
つ
付
近
に
、
人
口
が
集
中
し
て
い
る
。
豪
雨
時
に
は
、
岩
木
川
本
川
で
処
理
で
き

な
く
な
っ
た
水
は
、
岩
木
川
の
支
川
の
排
水
に
影
響
し
、
支
流
の
洪
水
氾
濫
も
引
き
起
こ
す
。
そ
の
た
め
、
昭
和
三

0
年
代
の
前
半
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期
の
大
洪
水
を
契
機
に
、
治
水
工
事
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

岩
木
川
の
下
流
部
は
、
縄
文
海
進
の
頃
は
海
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
、
海
抜
が
低
く
、
下
流
に
行
く
ほ
ど
低
湿
地
帯
で
あ
る
。
岩

木
川
下
流
域
は
、
江
戸
時
代
以
前
は
岩
木
川
の
氾
濫
源
の
た
め
、
水
田
開
発
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る

と
、
津
軽
藩
に
よ
る
新
田
開
発
が
進
ん
だ
。
し
か
し
、
当
時
の
土
木
技
術
で
は
岩
木
川
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

開
国
さ
れ
た
と
は
い
え
、
「
腰
き
り
田
」
、
「
乳
き
り
田
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
深
く
体
が
水
没
し
て
し
ま
う
よ
う
な
水
田
で
、
収

穫
も
不
安
定
で
あ
っ
た
。
た
だ
で
さ
え
地
形
的
条
件
か
ら
収
量
が
不
安
定
で
あ
っ
た
上
に
、
江
戸
時
代
に
は
冷
害
も
加
わ
っ
て
皆
無

作
の
年
も
あ
り
、
集
落
が
消
滅
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
岩
木
川
が
日
本
海
に
注
ぐ
出
口
（
水
戸
口
）
は
、
冬
季
間
の
日
本

海
か
ら
押
し
寄
せ
る
砂
に
よ
っ
て
た
び
た
び
閉
塞
し
た
。
水
戸
口
が
閉
塞
す
る
と
、
春
先
に
山
か
ら
大
量
に
下
っ
て
く
る
雪
解
け
水

が
海
に
排
水
さ
れ
ず
、
田
ん
ぼ
や
集
落
に
逆
流
し
、
春
の
田
植
え
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
下
流
域
は
、
排
水

不
良
と
溢
水
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
。

大
正
時
代
、
水
戸
口
の
工
事
が
完
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
岩
木
川
下
流
部
の
農
村
・
農
業
は
、
こ
う
し
た
問
題
か
ら
解
放
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
十
三
湖
の
囲
ぎ
ょ
う
堤
の
完
成
、
農
業
構
造
改
善
事
業
に
よ
る
耕
地
整
理
と
用
排
水
路
の
完
成
に
よ
っ
て
、

こ
の
地
域
の
水
田
は
乾
固
化
し
た
。
こ
の
事
業
の
完
成
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
岩
木
川
下
流
部
の
地
域
は
安
定
的
な
稲
作
が
可
能
と

な
り
、
優
良
な
水
田
地
帯
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
つ
か
の
間
、
減
反
政
策
が
始
ま
り
、
良
田
と
な
っ
た
水
田
地
帯
に
も
休
耕

田
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
稲
作
の
作
付
面
積
が
抑
制
さ
れ
る
一
方
で
、
構
造
改
善
事
業
に
よ
っ
て
完
成
し
た
用
排
水
シ
ス
テ
ム
を
維

持
す
る
た
め
の
管
理
費
が
か
さ
み
（
電
気
料
金
だ
け
で
年
間
八
0
0
0
万
円
以
上
）
、
農
家
に
と
っ
て
重
い
負
担
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
図
2
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
岩
木
川
の
場
合
は
、
江
戸
時
代
は
津
軽
藩
に
、
明
治
以
降
は
青
森
県

に
全
流
域
が
所
属
し
て
お
り
、
文
化
圏
と
し
て
も
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
木
曾
三
川
に
関
し
て
は
、
岩
木
川
の
よ
う
に
単

純
な
流
域
社
会
の
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
図
3
参
照
）
。
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上流部

林業、鉱業で集落維持

林業、鉱業の表退による過疎化

ダム建設と集落移転

岩木川の上・中・下流の流域社会

中流部

水道水の取水

河川流量不足、河川環境の悪化

洪水危険度大

図2

下流部

かつては湿田、河川改修などにより乾田化

水の入れ代わりがなく、水質悪化

葦原に希少種「おおせっかJの生息、保護の課題

木
曾
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
の
河
川
ご
と
に
、
上
流
に
注
目

し
て
み
て
も
、
流
域
社
会
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
木
曾
川

の
上
流
は
急
峻
で
平
地
が
少
な
い
が
、
古
く
か
ら
街
道
沿
い
に

集
落
が
栄
え
て
き
た
。
長
良
川
は
上
流
で
も
割
合
に
平
地
が
開

け
、
耕
地
も
少
な
く
な
い
。
河
川
ご
と
に
も
、
木
曾
川
は
近
代

化
と
と
も
に
河
川
開
発
が
進
み
、
発
電
施
設
や
農
業
用
水
路
の

建
設
が
進
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
長
良
川
で
は
、
一
九
九

0

年
代
の
河
口
堰
建
設
ま
で
、
「
ダ
ム
の
な
い
、
日
本
に
残
さ
れ

た
最
後
の
河
川
」
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
岩
木

川
と
木
曾
三
川
、
さ
ら
に
白
川
と
の
聞
で
、
上
流
、
中
流
、
下

流
と
い
う
流
域
社
会
を
比
較
す
る
こ
と
も
、
単
純
に
は
行
な
え
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な
い

D
こ
う
し
た
河
川
ご
と
の
違
い
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
日
本

の
河
川
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
は
共
通
点
と
し

て
考
え
て
お
い
て
も
よ
い
。

上
・
中
・
下
流
ご
と
の
共
通
性
と
し
て
は
、
上
流
部
は
、
地

形
的
に
は
山
間
地
で
、
従
来
は
林
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て

ダき
ムた
開が
発現
な在
どは
の共
水通
源し
開て
発過

右要
課事
実長
きべ

勺そ
ムの
J工た

器汚
はぺ



河川の比較社会学に向けて

図3 木曾三川の上・中・下流の流域社会

水
田
地
帯
と
し
て
早
く
か
ら
開
発
さ
れ
た
平
場
農
村
地
域

で
あ
る
場
合
が
多
く
、
内
陸
型
工
業
が
発
達
し
、
中
小
都

市
が
見
ら
れ
る
。
下
流
部
で
は
、
規
模
の
違
い
あ
れ
、
平

野
部
を
構
成
し
、
都
市
的
集
積
度
も
高
い
。
さ
ら
に
、
干

拓
あ
る
い
は
埋
め
た
て
地
が
広
範
に
み
ら
れ
て
、
多
く
は
、

臨
海
型
工
業
地
帯
を
構
成
し
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
う
し

た
地
形
的
な
条
件
を
持
つ
た
め
に
、
洪
水
の
危
険
性
が
高

い
地
域
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
共
通
で
は
な
い
部
分
も
大
き
い
。
こ
の
違
い

は
、
第
一
に
、
上
流
か
ら
下
流
ま
で
の
、
人
口
分
布
、
と

く
に
河
川
沿
い
の
人
口
分
布
や
都
市
の
位
置
に
違
い
が
あ

る
。
中
流
に
最
大
都
市
が
あ
る
岩
木
川
の
よ
う
な
場
合
が

一
般
的
に
は
下
流
、
臨
海
地
域
に
最
大
都
市
が

あ
る
が
、

あ
る
場
合
が
多
い
。

第
二
に
、
河
川
の
治
水
、
洪
水
の
歴
史
と
そ
の
対
策
の

積
み
重
な
り
方
が
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し

詳
し
く
見
て
ゆ
く
と
、
治
水
上
問
題
と
な
る
箇
所
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
河
川
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
治
水
対
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策
の
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史
も
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う
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例
え
ば
、
岩
木
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の
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下
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域
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の
開
発
が
遅
れ
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
水
田
開
発
が
進
む
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
岩
木
川
の
治
水
と
水
戸
口
の
閉
塞
が
問
題
と
な

る
が
、
効
果
的
な
対
策
が
な
い
ま
ま
に
、
下
流
部
で
の
水
が
引
か
な
い
状
態
が
長
期
化
す
る
こ
と
が
明
治
時
代
ま
で
続
く
。
一
方
、

木
曾
三
川
の
下
流
部
で
は
、
江
戸
初
期
か
ら
「
洪
水
か
ら
集
落
や
耕
地
を
ま
も
る
た
め
に
そ
の
周
囲
に
堤
防
を
め
ぐ
ら
し
た
水
防
共

同
体
」
（
木
曾
三
川
河
川
技
術
編
集
委
員
会
、
一
九
八
八
二
八
六
）
で
あ
る
輪
中
が
発
達
し
た
。
さ
ら
に
一
八
世
紀
中
ご
ろ
の
三
川
分
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流
を
め
ざ
し
た
宝
暦
治
水
以
来
、
木
曾
三
川
で
は
洪
水
対
策
の
た
め
の
大
型
公
共
工
事
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。

第
三
の
相
違
点
は
、
河
川
水
の
利
用
形
態
の
違
い
で
あ
る
。
農
業
用
水
中
心
の
岩
木
川
と
、
発
電
、
都
市
用
水
、
工
業
用
水
な
ど

多
様
な
、
し
か
も
大
量
の
水
供
給
を
し
て
い
る
木
曾
川
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
第
四
に
、
ダ
ム
や
堤

防
の
建
設
の
点
か
ら
も
見
て
も
違
い
あ
る
。
河
川
水
の
利
用
形
態
の
違
い
は
、
河
川
構
造
物
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
る
。
た
と
え
ば
、

上
流
に
ダ
ム
の
な
い
長
良
川
と
白
川
、
ダ
ム
の
あ
る
岩
木
川
や
木
曾
川
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
河
川
堤
防
工

事
の
内
容
や
進
捗
率
の
違
い
が
あ
る
。
第
五
は
、
上
流
、
中
流
、
下
流
域
ご
と
の
産
業
の
違
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
上
流
部
の
産

業
を
み
て
も
、
歴
史
的
に
林
業
の
発
達
し
て
い
る
木
曾
川
上
流
と
、
林
業
の
歴
史
が
新
し
い
岩
木
川
と
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
中
下
流
部
の
産
業
と
都
市
の
発
展
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

五

河
川
の
共
通
性

以
上
で
、
検
討
し
て
き
た
の
は
、
図
1
に
見
た
「
河
川
ご
と
の
個
性
」
と
「
河
川
内
部
の
重
層
的
な
構
成
」
と
い
う
第
二
、
第
三

の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
河
川
の
比
較
研
究
の
た
め
に
は
、
第
一
の
レ
ベ
ル
の
河
川
の
共
通
性
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
と
な

る



ハ
門
河
川
秩
序
一
治
水
秩
序
、
利
水
秩
序
、
環
境
秩
序

河
川
を
考
え
る
際
に
わ
れ
わ
れ
は
、
河
川
の
環
境
だ
け
で
は
な
く
、
「
治
水
、
利
水
、
環
境
」
を
相
互
に
関
連
さ
せ
て
考
え
る
こ

と
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
、
治
水
、
利
水
、
環
境
は
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
多
い
。
河
川
の
治
水
を
優
先
す

る
こ
と
が
、
河
川
環
境
を
壊
し
て
き
た
例
は
数
多
い
。

河
川
に
関
し
て
、
治
水
、
利
水
、
環
境
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
治
水
秩
序
、
利
水
秩
序
、
環
境
秩
序
と
い
う
概
念

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
の
治
水
秩
序
と
は
、
基
本
高
水
、
計
画
高
水
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
を
前
提
と
し
て
、
治
水
安
全
度

を
考
え
水
害
発
生
確
率
を
設
定
し
、
ダ
ム
や
堤
防
建
設
を
含
め
た
河
川
構
造
物
の
整
備
計
画
が
決
ま
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
が
治
水
秩

序
を
構
成
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
治
水
秩
序
は
基
本
的
に
、
基
本
高
水
、
計
画
高
水
、
治
水
安
全
確
率
な
ど
に
よ
っ
て
数
値
的
に

管
理
さ
れ
て
い
る
。

河川の比較社会学に向けて

利
水
秩
序
と
は
、
水
利
に
関
す
る
権
利
の
秩
序
で
あ
る
。
現
行
の
河
川
法
で
は
、
水
利
権
の
許
認
可
権
限
を
国
家
が
独
占
し
、
河

川
水
全
体
を
私
的
所
有
の
対
象
と
は
し
な
い
「
公
水
主
義
」
（
伊
藤
、
二
O
O
六
一
四
O
）
が
貫
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
慣
行
水
利

権
と
し
て
従
来
の
既
得
権
を
承
認
し
て
お
り
、
国
が
水
利
権
の
許
認
可
権
限
を
独
占
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
根
底
に
、
伝
統
的

な
慣
行
水
利
権
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
水
利
権
、
慣
習
的
水
利
権
に
立
脚
し
て
、
各
河
川
に

お
い
て
は
水
分
配
が
数
値
的
管
理
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
水
資
源
の
有
効
利
用
」
を
目
指
し
て
、
主
要
河
川
に
関
し
て
は
水
資

源
開
発
公
団
（
現
在
、
水
資
源
開
発
機
構
）
に
よ
っ
て
統
括
管
理
さ
れ
て
お
り
、
主
要
河
川
の
ダ
ム
建
設
と
、
そ
の
後
の
水
資
源
の

一
元
的
管
理
と
利
用
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
振
り
返
る
と
、
戦
後
、
工
業
開
発
や
都
市
化
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
昭

和
三
0
年
代
、
す
で
に
日
本
の
河
川
水
は
農
業
用
水
の
既
得
水
利
権
に
立
脚
す
る
水
利
用
で
、
農
業
外
に
取
水
で
き
る
河
川
水
は
そ

れ
ほ
ど
余
裕
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
が
ダ
ム
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
水
資
源
を
新
た
に
生
み
出
し
」
、
そ
れ
を
政
府
が
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管
理
、
分
配
し
て
き
た
。
こ
こ
に
は
、
政
府
に
よ
っ
て
建
ぺ
い
率
と
容
積
率
を
政
策
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
新
た
に
都
市
空
間
を
生
み
出
す
」
こ
と
と
同
じ
政
策
的
発
想
が
見
ら
れ
る
。

「
水
資
源
の
有
効
利
用
」
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
水
資
源
を
工
業
用
水
や
都
市
用
水
と
し
て
最
大
限
利
用
し
た
。
そ
の
た
め
、

日
常
的
に
河
川
を
流
れ
る
水
量
は
減
少
し
、
河
川
の
浄
化
能
力
も
低
下
し
て
、
河
川
環
境
に
悪
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
意
味
で
、
河

川
法
上
の
「
正
常
流
量
」
「
維
持
流
量
」
と
い
う
基
準
は
、
環
境
保
全
の
た
め
に
「
水
資
源
を
有
効
利
用
」
す
る
こ
と
を
制
限
す
る

た
め
の
歯
止
め
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
利
水
秩
序
は
、
水
利
権
の
制
度
の
う
え
に
「
水
資
源
の
一
元
的
有
効
利
用
」

原
則
の
上
に
築
か
れ
、
数
値
的
に
管
理
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
治
水
秩
序
、
利
水
秩
序
の
具
体
的
な
決
定
過
程
と
、
そ
れ
に

基
づ
く
河
川
整
備
事
業
の
実
施
過
程
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
ま
で
は
論
及
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
治
水
と
利
水
面
で
は
、
河
川
は
数
値
的
に
管
理
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
、
同
時
に
、
中
央
集
権
的
な
河
川
管

理
を
可
能
に
し
て
き
た

D

こ
の
意
味
で
、
河
川
の
定
量
的
な
管
理
と
中
央
集
権
的
な
管
理
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

で
は
、
環
境
秩
序
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
九
九
七
年
の
河
川
法
改
正
に
よ
っ
て
河
川
行
政
の
な
か
に
「
環

境
」
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
「
環
境
を
ど
う
定
義
で
き
る
の
か
」
「
環
境
整
備
の
水
準
を
ど
う
設
定
す
る
の
か
」
が
明
確
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
環
境
秩
序
が
行
政
的
に
具
体
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
さ
ら
に
、
市
民
の
側
で
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
環
境
秩
序
の
原
理
は
未
確
定
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
治
水
、
利
水
、
環
境
秩
序
を
全
体
と
し
て
、
河
川
秩
序
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
「
秩
序
」
と
は
、
社
会
全
体

に
よ
っ
て
「
治
水
、
利
水
、
環
境
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
に
関
す
る
承
認
さ
れ
た
あ
り
方
と
考
え
て
お
く
。
そ
し
て
、
そ
の
秩
序
原

理
に
よ
っ
て
、
治
水
、
利
水
、
環
境
の
あ
り
方
が
決
ま
っ
て
ゆ
く
。

「
河
川
の
社
会
学
」
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
秩
序
を
、
だ
れ
（
社
会
的
主
体
）
が
、
ど
う
（
技
術
、
財
政
を
含
む
社
会
制
度
）
つ
く
り
、

維
持
し
て
ゆ
く
の
か
を
研
究
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
中
心
的
な
課
題
と
な
る
。
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口
所
有
秩
序
、
管
理
秩
序
、
利
用
秩
序

河
川
の
秩
序
の
問
題
は
、
河
川
に
関
わ
る
「
所
有
、
管
理
、
利
用
」
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
所
有
秩

序
、
管
理
秩
序
、
利
用
秩
序
も
考
え
ら
れ
る
。
所
有
・
管
理
・
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
河
川
秩
序
は
所
有
秩
序
、
管
理
秩
序
、

利
用
秩
序
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

国

治
水
・
利
水
・
環
境
と
所
有
・
管
理
・
利
用
と
の
関
係

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
治
水
・
利
水
・
環
境
と
い
う
水
準
と
、
所
有
・
管
理
・
利
用
と
い
う
水
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
し
、

そ
れ
を
ク
ロ
ス
さ
せ
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
表
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
。
以
上
の
議
論
は
、
田
中
重
好
、

河川の比較社会学に向けて

治水・利水・環境という水準と、
所有・管理・利用という水準

治水 利水 環境

所有

管理

利用

表1

二
O
O
五
a
の
論
文
に
詳
し
い
。

四
河
川
の
公
共
性
、
河
川
の
秩
序
、
河
川
の
具
体
的
な
姿

河
川
の
公
共
性
を
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
河
川
の
具
体
的
な
姿
は
、
河
川
の
公
共

性
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
河
川
の
秩
序
を
基
礎
と
し
て
、
河
川
ご
と
の
個
別
的
な
条
件
を
媒
介
に

決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
4
参
照
）
。
河
川
秩
序
や
河
川
を
め
ぐ
る
公
共

コ
モ
ン
ズ
論
、
な
か
で
も
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ィ
の
形
成
の
観
点
か
ら
も
取
り
上
げ
な

性
の
問
題
は
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
も
あ
る
（
宮
内
、
二

O
O
六）。
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図4河川の公共性、秩序、具体的な姿

河川の具体的姿

千
河川ごとの個性

国
国
家
に
よ
る
公
共
性
の
独
占

河
川
の
管
理
は
、
「
国
家
に
よ
る
公
共
性
の
独
占
」
（
田
中
滋
、
二
O
O
一

308 

河川をめぐる公共性

一
田
中
重
好
、
二
O
O
五

a
）
と
い
う
体
制
の
下
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。

同
じ
問
題
を
河
川
工
学
者
の
大
熊
孝
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

「
近
代
の
河
川
技
術
は
水
害
防
御
と
生
産
活
動
の
み
に
偏
重
し
、
そ
れ
も
技

術
的
手
段
が
近
代
化
す
る
と
と
も
に
住
民
の
手
か
ら
離
れ
、
河
川
技
術
と
い

わ
れ
る
も
の
は
、
固
な
い
し
県
な
ど
の
行
政
組
織
に
独
占
さ
れ
て
し
ま
う
。

極
論
す
れ
ば
、
治
水
の
絶
対
的
安
全
要
求
と
水
利
権
の
許
認
可
お
よ
び
補
助

金
制
度
の
な
か
で
、
河
川
技
術
は
国
土
交
通
省
（
一
九
四
七
年
ま
で
は
内
務

省
土
木
局
、
二
O
O
一
年
ま
で
は
建
設
省
）
に
独
占
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
独
占
に
至
る
根
本
原
因
は
社
会
全
体
の
ク
近
代
化
。
へ
の
強
い
要
請
で
あ
っ
た
」
（
大
熊
、
二
O
O
四
一
八
四
）
。
さ
ら
に
、

国
家
に
よ
る
公
共
性
の
独
占
が
、
一
般
市
民
の
河
川
と
の
関
わ
り
ゃ
関
心
を
低
下
さ
せ
、
同
時
に
、
河
川
行
政
に
お
け
る
治
水
と
利

水
を
優
先
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
河
川
環
境
が
悪
化
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
現
状
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
現
在
、
「
河
川
環
境
を
ど
う
回
復
さ
せ
ら
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
は
、
「
河
川
に
関
わ
る
公
共

性
の
国
家
に
よ
る
独
占
」
を
ど
う
打
ち
破
り
、
一
般
市
民
の
積
極
的
な
河
川
へ
の
関
与
を
求
め
て
、
新
し
い
河
川
管
理
の
あ
り
方
を

構
想
で
き
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
組
み
換
え
て
、
社
会
学
が
引
き
受
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



-1.... 

ノ、

河
川
を
め
ぐ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
変
遷

利
水
か
ら
治
水
ヘ

河川の比較社会学に向けて

人
が
住
ん
で
い
な
い
地
域
で
災
害
が
発
生
し
て
も
、
ハ
ザ
ー
ド
で
は
あ
っ
て
も
デ
ィ
ザ
ス
タ
ー
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
、
利
水

の
必
要
が
な
い
地
域
で
は
、
治
水
と
い
う
課
題
も
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
歴
史
的
に
は
、
利
水
と
い
う
課
題
が
あ
っ

て
初
め
て
治
水
と
い
う
課
題
が
発
生
し
た
。
こ
の
点
を
江
戸
時
代
の
河
川
つ
い
て
、
小
出
博
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
、
「
お
そ
ら
く
わ
が
国
で
近
世
以
降
行
わ
れ
た
最
大
の
河
川
開
発
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
」
（
小
出
、
一
九
七
五
二
七

O
）
江
戸
川
開
削
に
つ
い
て
、
「
水
害
の
頻
発
を
防
ぐ
目
的
で
江
戸
川
を
開
削
し
た
と
い
う
説
は
、
河
川
を
治
水
の
側
面
か
ら
の
み

み
る
こ
と
に
馴
ら
さ
れ
た
、
明
治
以
降
の
近
代
合
理
主
義
の
見
解
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
ご
く
初
期
に
、
水
害
と
く
に
排
水
を
中
心

と
す
る
低
湿
地
の
水
害
が
地
域
の
治
水
問
題
に
な
る
ほ
ど
、
す
す
ん
だ
水
団
地
帯
が
埼
玉
平
野
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
な
は
な
だ
疑

問
だ
か
ら
で
あ
る
。
：
：
：
埼
玉
平
野
の
よ
う
な
湖
沼
・
沼
沢
地
帯
は
：
：
：
開
発
が
著
し
く
お
く
れ
、
そ
れ
が
本
格
的
に
す
す
む
の
は
、

よ
ほ
ど
後
の
万
治
三
年
（
一
六
六
O
年
）
幸
手
領
用
水
の
開
設
か
ら
あ
と
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
葛
西
用
水
、
見
沼
代
用
水
の
開
設
が

あ
っ
て
飛
躍
的
に
す
す
み
、
享
保
年
代
以
降
、
江
戸
時
代
中
期
の
後
半
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
利
根
川
を
め
ぐ
っ
て
地
域
的
な
排
水

が
問
題
に
な
り
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
利
水
が
常
に
治
水
に
先
行
す
る
こ
と
を
示
し
、
開
発
の
な
い
と
こ
ろ
に
治
水
問
題
は
起
こ
り
え

な
い
と
い
う
、
国
土
開
発
の
原
則
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
」
（
同
二
七
O
）。

こ
の
よ
う
に
利
水
の
ほ
う
が
治
水
よ
り
も
歴
史
的
に
は
古
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
利
水
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
に

分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
水
を
取
水
し
て
農
業
や
工
業
用
水
と
し
て
利
用
す
る
も
の
を
直
接
利
水
、
取
水
せ
ず
に
河
川
の
な
か
に
水

が
流
れ
て
い
る
（
流
さ
れ
る
）
こ
と
を
利
用
す
る
も
の
を
間
接
利
水
と
呼
び
、
さ
ら
に
、
歴
史
的
に
古
い
農
業
用
の
水
利
用
を
一
次

利
水
、
都
市
や
工
業
が
発
達
し
て
以
降
の
水
利
用
を
二
次
利
水
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
表
2
の
よ
う
に
、
利
水
の
あ
り
方
を
区
分
が
で
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直接利水、間接利水の区分

直接利水 間接利水流水の利用
水を取水して利用

生産に関係 生産と無関係

一次利水 j墓j既用水として利 舟運として利用 遊泳、釣り、舟遊び

（農業用水） 用 運搬用に利用 河川景観を楽しむ
漁業として利用

二次利水 飲料水、工業用水 舟運として利用 遊泳、釣り、舟遊び

（都市、工業用水） として利用 河川景観を楽しむ

排水 排水路として利用

表2

き
る
。
河
川
の
利
用
と
い
う
面
で
は
、

い
わ
ゆ
る
利
水
の
他
に
、
排
水
と
し
て
「
利
用
す

310 

る
」
こ
と
も
、
河
川
の
機
能
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

一
次
利
水
の
際
に
は
、
潅
瓶
の
た
め
の
農
業
組
織
な
ど
の
小
地
域
シ
ス
テ

一
般
に
は
、

ム
が
重
要
と
な
る
。
二
次
利
水
の
場
合
に
は
、
近
代
で
は
多
く
の
場
合
、
小
さ
い
単
位
で

の
地
域
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
二
次
利
水
と
は
い
え
、
近
代
以
前

の
例
え
ば
江
戸
時
代
の
近
江
八
幡
市
の
水
道
や
井
戸
組
合
な
ど
で
は
、
さ
ら
に
近
代
の
農

山
村
部
の
簡
易
水
道
で
は
、
小
さ
い
地
域
シ
ス
テ
ム
が
重
要
な
働
き
を
し
て
き
た
。

同
河
川
の
あ
り
方
を
決
め
て
き
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
変
遷

河
川
を
利
用
、
管
理
（
と
く
に
治
水
）
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
各
時
代
、
各
社
会
に
お
い

て
、
そ
れ
に
対
応
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
重
層
的
な
シ
ス
テ
ム
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
構
成
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、

河
川
秩
序
が
均
衡
す
る
と
仮
定
す
る
。
た
だ
し
、
「
シ
ス
テ
ム
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
保
た
れ

る
」
こ
と
、
「
秩
序
が
均
衡
す
る
」
こ
と
の
具
体
的
な
意
味
に
関
し
て
は
、
今
後
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
を
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
日
本
の
河
川
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
遷
を
図
5
の

よ
う
に
仮
説
的
に
設
定
し
、
検
討
を
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
図
は
歴

史
的
な
事
実
、
あ
る
い
は
、
地
域
ご
と
の
具
体
的
な
事
実
に
即
し
て
、
今
後
検
討
し
直
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
概
説
的
に
河
川
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
な
変
遷
を
理
解
す



る
た
め
に
、
こ
の
図
を
用
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

日
本
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
以
前
、
大
河
川
を
制
御
す
る
試
み
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
っ
た
以
上
に
、

そ
う
し
た
大
河
川
工
事
を
可
能
に
す
る
権
力
と
財
力
を
持
つ
集
権
的
主
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
世
期
に
な
っ
て
よ

う
や
く
、
そ
う
し
た
主
体
が
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
戦
国
時
代
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
［
た
後
］
：
：
：
す
ぐ
れ
た
政
治
手
腕
と
築

城
技
術
な
ど
で
き
た
え
た
治
水
土
木
技
術
を
基
礎
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
手
っ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
大
河
川
下
流
域
の
沖
積
平

野
の
開
発
に
い
っ
せ
い
に
の
り
だ
し
た
」
（
関
、

一
九
九
四
一
五
八
）
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
「
平
和
な
時
代
」
に
な
る
と
、
大
河
川
の
周
辺
や
下
流
域
の
低
地
帯
に
お
い
て
、
水
田
開
発
が
進
行
す
る
。
低
地
の

新
田
開
発
の
た
め
に
は
、
藩
を
中
心
と
し
た
、
大
規
模
な
河
川
改
修
工
事
や
水
路
整
備
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外

的
に
は
、
木
曾
三
川
の
分
流
工
事
の
よ
う
に
、
幕
府
直
轄
で
河
川
改
修
工
事
も
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
っ
た
。
大
部
分

の
大
河
川
は
藩
に
よ
る
治
水
工
事
が
実
施
さ
れ
る
一
方
で
、
水
田
に
導
水
す
る
小
水
路
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
農
業
集
落
ご
と
に

管
理
さ
れ
て
い
た
。

河川の比較社会学に向けて

近
代
に
な
り
よ
う
や
く
、
国
家
に
よ
る
大
河
川
の
治
水
管
理
体
制
が
確
立
す
る
。
し
か
し
、
財
政
的
に
十
分
な
裏
付
け
を
え
て
、

国
家
に
よ
る
河
川
の
広
域
的
な
管
理
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
戦
後
急
激
に
進
め
ら
れ
た

の
が
、
水
田
の
「
構
造
改
善
事
業
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
に
よ
っ
て
日
本
の
農
村
景
観
は
一
変
し
、
農
業
集
落
を
中
心
と
し
た
末

端
の
水
管
理
の
た
め
の
小
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
が
根
本
か
ら
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
構
造
改
善
事
業
を
進
め
る
た
め
に
新
た

に
設
置
さ
れ
た
土
地
改
良
区
と
い
う
準
行
政
組
織
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
広
域
的
に
、
専
門
的
に
（
農
民
た
ち
の
自
主
的
な

形
で
は
な
く
）
水
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
耕
地
整
理
と
平
行
し
て
行
わ
れ
た
農
業
用
水
路
の
整
備
、
特
に
用

排
水
路
の
分
離
と
排
水
機
場
の
整
備
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
地
形
的
な
制
約
を
受
け
て
（
逆
に
言
え
ば
、
地
形
的
な
特
徴
を
う
ま
く
生

か
し
て
）
行
わ
れ
て
き
た
用
水
管
理
方
式
と
管
理
主
体
は
不
要
と
な
り
、
「
近
代
的
」
（
画
一
的
、
機
械
的
）
水
管
理
が
可
能
と
な
っ
た
。
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河川をめぐる重層的システムの歴史的変遷図5

｜ 現代 ｜ ｜明治以降｜｜江戸時代 ｜ ｜江戸時代以前｜

集権的制御

く二二〉－・・・・・・・・・・・・・・・・．... - . 
. －・－・．．．．．．．．．．．．．・－

く二二〉
．．．．．．．． 

J •I 小システム消滅

｜大システム｜

く二二〉

｜農業集落での水共同体

大きな公共性と

小さな共同性

｜小システム｜

凡例

河川管理のメインテナンス ・フリー化

公共事業の 「効率化」

市民の）｜｜からの撤退→無関心

最重要システム

次いで重要なシステム－・・・く三亙〉

く二〉 二次的なシステム

ま
た
多
く
の
場
合
（
例
外
的
に
は
、
滋
賀

312 

県
甲
良
町
の
ケ
l
ス
一
千
賀
、
二
O
O
五）
、

農
業
集
落
と
水
田
と
の
「
水
を
媒
介
と
し

た
つ
な
が
り
」
、
「
水
循
環
を
通
し
た

一
体

性
」
を
解
体
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
「
近
代

的
な
水
田
の
水
管
理
シ
ス
テ
ム
」
が
成
立

し
え
た
の
は
、
潤
沢
な
公
的
資
源
と
近
代

的
な
土
木
技
術
の
成
熟
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

以
上
の
点
を
、

農
民
の
立
場
か
ら
見
る

システムの欠如

械
的
に
平
等
に
配
分
で
き
る
よ
う
に

と
、
「
水
そ
の
も
の
の
不
足
を
何
と
か
し

た
い
。
そ
れ
か
ら
、
渇
水
の
た
び
に
上
流

と
下
流
の
堰
の
間
で
紛
争
が
起
き
る
の
は

た
ま
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

上
流
に
ダ

ム
を
つ
く

っ
て
ほ
し
い
：
：
：
そ
れ
か
ら

た
く
さ
ん
の
堰
を

一
箇
所
に
統
合
し

て
、
そ
こ
か
ら
水
を
と
っ
て
、
あ
と
は
機

水
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
も
：
：
：
維
持



管
理
労
力
や
水
の
節
約
の
た
め
に
進
め
ら
れ
た
」
（
同
一
二
O
八
）
。
「
そ
の
結
果
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
自
分
［
農
民
］
た
ち
が

主
体
的
に
こ
れ
を
管
理
す
る
と
い
う
意
識
も
な
く
な
っ
て
い
く
：
：
：
水
や
二
次
的
な
自
然
の
管
理
を
施
設
に
任
せ
る
、
お
上
に
任
せ

る
、
補
助
金
を
と
い
う
よ
う
に
、
だ
ん
だ
ん
依
存
的
に
な
っ
て
い
た
」
（
同
）
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
政
へ
の
依
存
と
同
時
に
、

水
が
農
業
生
産
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
農
民
に
と
っ
て
も
生
活
場
面
か
ら
農
業
用
水
の
流
れ
が
「
見
え
な
く
な
り
」
、
日
常
生
活
か

ら
水
循
環
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
い
っ
た
。
ま
し
て
、
都
市
で
は
一
層
「
川
離
れ
」
が
進
ん
で
い
っ
た
。
日
本
の
都
市
の
な
か
に
は
豊

か
な
水
を
上
手
に
利
用
し
て
い
た
「
水
都
」
が
数
多
く
存
在
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
地
域
の
人
々
で
も
自
ら
の
都

市
が
水
都
で
あ
る
こ
と
す
ら
忘
れ
去
っ
て
い
っ
た
。

七

河
川
環
境
が
直
面
す
る
状
況

河川の比較社会学に向けて

戦
後
の
中
央
集
権
的
な
河
川
管
理
シ
ス
テ
ム
の
下
、
行
政
は
「
河
道
主
義
」
的
な
河
川
整
備
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
「
河
道
主

義
」
の
特
徴
を
、
高
橋
裕
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
（
高
橋
、
一
九
九
九
）
。
河
川
管
理
の
た
め
に
河
川
の
河
幅
を
拡
げ
、
両
岸

に
連
続
的
に
築
堤
し
、
堤
防
の
嵩
上
げ
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
三
面
張
り
工
事
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
河
床
を
洗
掘
し
、
河
川
横
断

面
積
を
拡
大
す
る
。
ま
た
、
蛇
行
河
道
部
を
直
線
化
し
た
り
、
捷
水
路
を
設
け
る
。
例
え
ば
、
石
狩
川
で
は
二
九
カ
所
の
捷
水
路
建

設
し
、
河
道
が
約
一

O
O
M短
縮
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
下
流
部
に
お
け
る
放
水
路
の
建
設
を
す
る
。
以
上
の
河
川
整
備
を
進
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
速
や
か
に
洪
水
流
を
河
口
に
流
す
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
以
上
の
結
果
、
「
河
川
の
人
工
化
」
が
進
ん
で
き
た
。

こ
う
し
た
河
川
整
備
に
対
し
て
、
一
九
八

0
年
代
以
降
、
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
排

水
路
の
役
割
だ
け
に
徹
し
：
：
：
川
が
人
間
と
の
関
係
で
も
っ
て
い
た
諸
機
能
へ
の
配
慮
は
忘
れ
去
ら
れ
、
単
に
洪
水
排
水
路
、
も
し

く
は
用
水
路
的
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
（
同
一
九
九
五
）
と
。
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河
道
主
義
の
結
果
、
大
熊
孝
は
「
日
本
の
主
要
河
川
で
は
一

O
O年
か
ら
二

O
O年
に
一
度
発
生
す
る
よ
う
な
洪
水
を
計
画
対
象

に
、
こ
れ
を
す
べ
て
河
道
に
押
し
込
め
、
で
き
る
だ
け
早
く
海
に
突
き
出
す
と
い
う

Y
河
道
主
義
。
の
思
想
で
、
巨
大
な
堤
防
、
放

水
路
、
ダ
ム
群
が
次
々
と
造
ら
れ
た
」
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
河
道
主
義
の
治
水
計
画
上
の
問
題
点
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て

い
る
（
大
熊
、
一
九
九
九
一
九
七
一
二
）
。
第
一
は
超
過
洪
水
対
策
の
欠
知
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
洪
水
が
溢
れ
な
い
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
溢
れ
る
こ
と
に
対
す
る
対
策
が
な
い
［
た
め
］
：
：
：
現
実
に
破
堤
氾
濫
が
お
き
る
と
、
大
被
害
が
発
生
す
る
」
。

第
二
は
計
画
改
訂
の
必
然
化
で
あ
る
。
開
発
に
よ
っ
て
「
遊
水
池
の
減
少
・
不
浸
透
域
の
拡
大
な
ど
に
よ
っ
て
流
出
率
が
増
大
し
、

洪
水
規
模
が
拡
大
す
る
た
め
、
時
々
計
画
に
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
第
三
は
計
画
実
施
の
長
期
化
で
あ
る
。
ダ
ム
建

設
を
含
め
て
、
「
大
規
模
な
計
画
の
た
め
、
そ
の
完
成
に
何
十
年
も
か
か
り
：
：
：
地
域
住
民
の
生
活
を
不
安
定
に
さ
せ
、
人
心
を
乱

す
」
こ
と
に
な
る
。
第
四
は
通
常
洪
水
対
策
の
遅
延
で
あ
る
。
「
数
十
年
た
っ
て
も
完
成
し
な
い
計
画
の
た
め
、
そ
の
間
の
通
常
洪

水
に
対
す
る
対
策
が
後
回
し
に
な
り
、
実
質
的
に
被
害
を
被
る
確
率
が
高
く
な
る
」
。
河
道
主
義
は
、
単
に
、
治
水
面
だ
け
に
問
題

が
あ
る
だ
け
で
は
な
い

D

大
熊
孝
は
、
河
道
主
義
が
、
自
然
・
文
化
の
多
様
性
を
破
壊
し
て
き
た
と
い
う
。
「
大
規
模
か
つ
画
一
的

な
工
法
の
た
め
、
川
に
お
け
る
自
然
の
物
質
循
環
や
生
態
環
境
が
遮
断
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
地
域
文
化
が
破
壊
さ
れ
る
」
（
同
一
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九
七
三
）
。

}¥ 

今
後
の
河
川
整
備
の
あ
り
方

（ー）

従
来
の
河
川
行
政
思
想
か
ら
の
転
換

こ
う
し
た
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
の
河
川
管
理
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

治
水
面
で
は
、
河
道
主
義
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
河
川
管
理
技
術
的
に
も
、
河
道
を
固
定
化
し
、
さ
ら
に
、
す
べ



て
の
水
を
河
道
に
流
し
込
む
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
河
川
の
洪
水
を
完
全
に
押
さ
え
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て

き
た
。こ

の
河
道
主
義
の
限
界
の
問
題
は
、
河
川
土
木
の
問
題
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
や
社
会
の
側
か
ら
も
再
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
一

O
O年
に
一
度
の
洪
水
、
二

O
O年
に
一
度
の
洪
水
を
前
提
と
し
て
河
道
主
義
的
に
河
川
整
備
を
進
め
て
き
た
が
、

そ
れ
は
個
人
個
人
に
対
す
る
問
題
と
、
流
域
社
会
に
対
す
る
問
題
と
い
う
二
つ
の
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
個
人
に
対
し
て
は
、

一
体
、
「
一

O
O年
に
一
度
の
洪
水
体
験
で
、
洪
水
の
対
応
能
力
の
継
承
が
可
能
か
、
水
害
に
対
応
で
き
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
流
域
社
会
に
関
し
て
は
、
「
河
道
主
義
的
に
、
降
っ
た
雨
を
す
べ
て
河
道
で
う
け
と
め

河川の比較社会学に向けて

る
（
土
地
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
土
地
に
対
し
て
平
等
で
「
公
平
な
」
洪
水
安
全
度
を
保
障
す
る
）
こ
と
を
前
提
に
し
た
河
川
流

域
の
土
地
利
用
を
、
今
後
も
容
認
し
、
今
後
も
土
地
利
用
を
規
制
し
な
い
こ
と
が
可
能
か
（
都
市
計
画
の
用
途
指
定
と
河
川
管
理
と
の

連
携
が
図
れ
て
い
な
い
現
状
、
そ
の
た
め
、
か
つ
て
の
遊
水
地
が
都
市
計
画
上
、
市
街
化
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
は
数
多
い
、
と
く

に
、
都
市
化
の
圧
力
が
強
い
地
域
で
は
）
」
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
河
道
主
義
を
前
提
と
し
た
河
川
管
理
方
式
で

は
、
個
人
に
と
っ
て
も
、
地
域
に
と
っ
て
も
、
水
害
の
災
害
文
化
は
育
た
な
い
。
そ
の
た
め
人
文
社
会
的
な
観
点
か
ら
も
、
河
川
行

政
が
「
河
道
主
義
」
か
ら
「
洪
水
容
認
型
」
の
途
を
探
ら
ざ
る
え
な
い
。

「
洪
水
を
河
道
に
閉
じ
込
め
る
と
い
う
治
水
思
想
」
（
大
熊
、
二
O
O
四
二
一

O
）
で
あ
る
河
道
主
義
か
ら
洪
水
容
認
型
へ
の
変
化

を
、
大
熊
孝
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
国
交
省
の
政
策
と
し
て
も
、
一
九
七
七
年
の
「
総
合
治
水
対
策
」
（
雨
水
の
浸
透
、
一
時

貯
留
に
よ
っ
て
河
川
へ
の
流
出
抑
制
）
、
一
九
八
七
年
の
「
超
過
洪
水
対
策
」
（
河
道
か
ら
溢
れ
た
場
合
の
対
策
）
、
一
九
九
七
年
の
河
川

法
の
改
正
の
な
か
の
「
樹
林
帯
」
の
条
文
（
こ
の
樹
林
帯
は
水
害
予
防
林
の
発
想
）
明
記
な
ど
は
、
洪
水
容
認
型
へ
の
河
川
管
理
方
式

の
変
更
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。
現
実
問
題
と
し
て
、
「
洪
水
が
溢
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
治
水
策
を
立
て
ざ
る
を
得
な
い
」
（
同

二

O
八
）
し
、
政
府
で
も
「
洪
水
が
氾
濫
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
対
策
を
立
て
て
い
く
と
い
う
洪
水
受
容
型
の
治
水
思
想
に
転
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換
し
て
き
た
」
（
同
一
一
一

oー
二
一
）
。
た
だ
し
、
政
府
の
公
式
見
解
で
は
、
こ
こ
ま
で
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
。

洪
水
容
認
型
は
、
歴
史
的
に
採
用
さ
れ
て
き
た
治
水
思
想
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
事
例
は
、
霞
堤
で
あ
る
。
愛
知
県
の
豊
川
で

は
現
在
で
も
、
「
霞
堤
シ
ス
テ
ム
」
が
見
ら
れ
、
河
川
の
「
蛇
行
や
河
畔
林
、
清
流
な
ど
の
自
然
河
川
に
近
い
姿
」
が
残
っ
て
い
る

（
藤
田
、
二

O
O
五
一
七
二
）
。
震
堤
シ
ス
テ
ム
で
は
、
洪
水
の
被
害
が
少
な
い
と
こ
ろ
に
氾
濫
さ
せ
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
き

316 

0 めた。
四名日

古生

五房長
五 iエ代、』J 、l 、

のす城
で全下
あ不を
る曾宇

111 三
空元
tt: め
内 l

l＇！ 議
岡号
店翌
旭尚
111 ~こ

L 少
百か
井ス
月！と
なア

五五
二塁
城、さ
下せ
にる
対と
しい
てみ
採 方
用法
さは
れ
て
い豊
た川
」 の

天事
熊智
一一・ ノ合、
一同

現
洪
水
容
認
型
の
治
水
は
、
河
道
主
義
が
前
提
と
し
て
き
た
地
域
間
の
「
平
等
性
」
原
則
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
。
「
氾
濫
受
容
型
の
治
水
策
は
地
形
条
件
を
前
提
と
し
て
洪
水
を
溢
れ
さ
せ
る
た
め
、
地
域
に
よ
っ
て
不
平
等
を
強
い
る

こ
と
に
な
る
。
表
面
的
な
近
代
の
平
等
主
義
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
根
本
的
に
は
実
行
で
き
な
い
治
水
策
で
も
あ
る
」
。
そ

の
た
め
、
「
こ
れ
を
実
行
す
る
に
は
、
技
術
者
や
地
域
住
民
同
士
が
相
手
を
思
い
や
る
精
神
に
も
と
づ
い
た
粘
り
強
い
話
し
合
い
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
技
術
の
自
治
』
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
（
同
一
一
一
一
）
と
大
熊
は
い
う
。
洪
水
容
認
型
で
は
、

「
も
と
も
と
の
地
形
条
件
を
尊
重
し
、
地
形
に
お
け
る
不
平
等
は
こ
れ
を
甘
受
し
た
う
え
で
、
全
流
域
で
遊
水
や
浸
透
を
図
る
こ
と

を
前
提
と
し
つ
つ
、
河
道
で
ど
こ
ま
で
対
応
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
超
過
洪
水
に
対
し
て
は
流
勢
を
弱
め
て
静
か
に
氾
濫
さ
せ
、

か
っ
、
氾
濫
水
の
速
や
か
な
河
道
還
元
を
図
る
な
ど
の
対
策
を
と
る
し
か
な
い
」
（
同
一
二

O
三
）
の
で
あ
る
。

洪
水
容
認
型
へ
の
転
換
は
、
土
地
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
「
一
律
に
」
「
公
平
に
」
「
画
一
的
に
」
洪
水
安
全
度
を
保
障
し
、
そ
れ
ゆ

え
、
「
ど
う
い
っ
た
土
地
条
件
の
地
域
に
住
も
う
と
」
堤
内
地
で
あ
る
限
り
個
人
の
水
害
対
策
を
「
免
責
す
る
」
と
い
う
思
想
（
政

策
的
な
前
提
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
条
件
に
「
沿
っ
た
（
あ
っ
た
）
」
洪
水
対
策
の
あ
り
方
を
再
び
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
出

し
て
ゆ
く
思
想
へ
の
転
換
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
転
換
は
、
行
政
・
地
域
・
個
人
の
役
割
分
担
、
責
任
分
担
の
あ
り
方
の
再
編
成



と
い
う
社
会
の
あ
り
方
の
再
編
成
を
求
め
て
ゆ
く
。

た
だ
し
、
実
際
に
、
洪
水
容
認
型
へ
の
転
換
が
容
易
に
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
木
曾
三
川
の
下
流
地
域
に
お
い

て
輪
中
の
形
成
や
堀
田
の
形
成
が
長
い
時
間
を
か
け
て
行
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
長
い
時
間
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
の
転
換
に
と
っ
て
、
現
在
の
土
地
利
用
の
あ
り
方
（
洪
水
容
認
型
に
し
た
と
き
に
、
も
っ
と
も
被
害
を
受
け
る
地
域
）
が
、
強
い
ブ
レ

ー
キ
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
洪
水
を
地
域
の
な
か
で
ど
う
分
配
す
る
の
か
（
危
険
の
分
配
）
を
め
ぐ

る
住
民
間
の
合
意
（
「
あ
き
ら
め
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
）
が
ど
う
形
成
さ
れ
る
の
か
が
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
を
議
論
す
る
た
め
に
、
枠
組
み
と
し
て
、
図
6
の
よ
う
な
枠
組
み
が
考
え
ら
れ
る
。

利
水
の
面
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
水
が
足
り
な
い
」
段
階
か
ら
「
水
が
足
り
て
い
る
」
（
あ
る
い
は
余
っ
て
い
る
）
段
階
へ
大
き
く

変
化
し
て
き
た
こ
と
を
背
景
に
、
「
水
資
源
の
有
効
利
用
」
と
い
う
「
す
べ
て
の
水
を
資
源
と
み
な
す
」
思
想
か
ら
転
換
し
つ
つ
あ

る

河川の比較社会学に向けて

で
は
、
環
境
の
面
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
、
ど
う
社
会
的
に
河
川
環
境
を
定
義
す
る
の
か
が
関
わ
れ
て
い
る
。
環
境
は
本

来
定
性
的
に
し
か
定
義
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
個
々
の
河
川
ご
と
に
し
か
「
最
適
な
河
川
環
境
」
を
定

義
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
河
川
環
境
の
管
理
は
分
権
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

戦
後
の
河
川
整
備
の
「
限
界
」
は
、
治
水
面
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
利
水
面
で
は
、
「
『
水
資
源
の
有
効
利
用
」
と

い
う
考
え
方
の
限
界
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
水
を
「
水
資
源
』
と
し
か
捉
え
な
い
考
え
方
」
に
限
界
を
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
環

境
面
で
は
、
「
水
環
境
の
悪
化
、
さ
ら
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
、
市
民
の
川
離
れ
、
川
へ
の
無
関
心
」
に
問
題
が
見
曲
さ
れ
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
市
民
が
川
や
水
へ
関
心
を
抱
か
な
く
な
る
結
果
、
「
市
民
自
身
が
無
自
覚
的
に
水
環
境
悪
化
の
加
害
者
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
」
に
問
題
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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河川秩序と地域社会、全体社会との相互関係図6

全体的／間接的

ロ河川叶河
川
秩
序

主司干司吋

ロ~

力
一
力

く
一
る

ゆ
一
す

て
一
制

比
一
矧

レ
u

一νぃ

劃
一
変

‘ーー
ーー＋

今
後
の
河
川
環
境
の
あ
り
方

以
上
、
治
水
と
利
水
に
関
し
て
議
論
し
て
き
た
の
は
、
河
川
環
境

へ
の
関
わ
り
方
や
住
民
意
識
（
と
く
に
「
川
離
れ
」
）
は
、
た
ん
に
環

境
の
問
題
だ
け
か
ら
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
例

（ニ）
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え
ば
、
長
い
間
、
霞
堤
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
治
水
シ
ス
テ
ム
を
も

っ
て
き
た
愛
知
県
の
豊
川
に
、
放
水
路
や
河
川
堤
防
が
建
設
さ
れ
、

「
流
域
住
民
の
目
線
か
ら
豊
川
の
姿
が
消
え
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
豊

川
の
一
挙
手
一
投
足
ま
で
観
察
し
そ
の
変
化
を
見
逃
す
ま
い
と
し
て

き
た
人
々
も
、
そ
の
よ
う
な
観
察
の
目
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
今
、

『
束
三
河
の
母
な
る
豊
川
』
と
称
さ
れ
て
き
た
そ
の
存
在
が
日
常
生

活
の
中
か
ら
抜
け
落
ち
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
水
遊
び
ゃ
船
遊
び
、

魚
と
り
、
キ
ャ
ン
プ
な
ど
豊
川
で
楽
し
ん
だ
世
界
や
、
洪
水
、
水
害

な
ど
豊
川
と
共
存
し
た
世
界
が
、
記
憶
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
て
し

ま
い
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
や
豊
川
を
体
や
皮
膚
感
覚
で
と
ら
え

ら
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
」
（
藤
田
、
二
O
O
五
一
七
二
1

七
三
）
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
環
境
の
問
題
は
治
水
の
問
題
に
密
接
に
関

連
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ひ
と
り
、
豊
川
だ
け
で
は
な
く
、
全
国

の
河
川
に
お
い
て
、
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
流
域
住
民
の
河
川
環
境
と
の
つ
な
が
り
は
、
治
水
の



河川の比較社会学に向けて

あ
り
方
、
利
水
の
あ
り
方
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
河
川
環
境
を
「
取
り
戻
す
」
と
い
う
と
き
、
河
道
主
義
的
な
河
川
整
備
、
治

水
対
策
に
触
れ
ず
、
「
自
分
は
高
い
堤
防
に
ま
も
ら
れ
」
な
が
ら
、
河
川
環
境
だ
け
を
「
取
り
戻
す
」
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
点
で
も
、
「
環
境
帝
国
主
義
」
的
発
想
は
ム
リ
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
は
、
今
後
と
も
議
論
す
べ
き
点
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
河
川
管
理
方
式
の
限
界
を
、
環
境
面
に
限
っ
て
み
て
お
こ
う
。
一
九
九
七
年
の
河
川
法
の
改
正
に
と
も
な
っ
て
、
環

境
概
念
の
導
入
、
参
加
と
連
携
、
一
部
地
方
分
権
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
（
横
田
、
二
O
O
六）。

環
境
重
視
と
分
権
化
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
環
境
を
重
視
す
る
限
り
、
現
在
以
上
に
、
河
川
行
政
の
分
権
化
の
方
向
を
選
択
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
治
水
、
利
水
に
関
し
て
は
、
数
値
的
管
理
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
央
集
権
的
な
河
川
行
政
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
環
境
は
数
値
的
管
理
が
不
可
能
で
あ
り
、
分
権
的
に
（
流
域
住
民
が
個
別
的
に
）
環
境
を
定
義
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
分
権
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
「
環
境
指
標
」
と
し
て
、

B
O
D
な
ど
の
各
種
指
標
が
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
環
境
の
状
態
を
数
値
だ
け
で
正

し
く
表
せ
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
数
値
に
基
づ
い
て
環
境
管
理
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。
生
態
学
的
な
指
標
で
あ
る
「
烏
の

環
境
」
「
魚
の
環
境
」
と
い
う
形
で
、
化
学
的
な
指
標
以
外
の
指
標
も
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
動
植
物
に
と
っ
て
の
環
境
は
、

河
川
ご
と
に
個
別
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
住
民
に
と
っ
て
の
、
景
観
や
河
川
と
の
関
わ
り
も
「
環
境
」
の
一
部
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
河
川
環
境
の
重
視
」
と
い
う
問
題
は
、
従
来
の
、
治
水
、
利
水
面
で
の
河
川
管
理
と
は
異
な
る
方
式
を
要
求
し
て
い

る
。
従
来
の
治
水
、
利
水
行
政
に
お
い
て
、
流
域
住
民
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
単
な
る
「
消
費
者
」
「
受
益
者
」
で
あ
っ
て
、
主
体
的

な
か
か
わ
り
を
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
立
場
に
住
民
を
置
い
て
お
い
て
も
、
行
政
が
専
門
的
な
知
識
を

持
っ
て
「
河
川
管
理
者
と
し
て
」
（
し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
き
、
官
僚
た
ち
は
、
国
民
に
付
託
さ
れ
た
立
場
に
あ
る
こ
と
を
ど

の
程
度
自
覚
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
）
、
河
川
管
理
を
行
な
え
ば
問
題
は
片
付
く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
河
川
環
境
の
保
全
は
、
行
政
だ
け
で
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
市
民
の
協
力
、
さ
ら
に
、
企
業
の
協
力
が
必
要
と
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な
る
。
し
か
も
、
住
民
を
抜
き
に
し
て
は
、
「
環
境
」
と
い
う
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
乗
ら
ず
数
値
的
に
も
評
価
で
き
な
い
も

の
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
な
い
。

河
川
環
境
に
か
か
わ
る
現
在
の
問
題
点
は
数
多
い
。
第
一
に
は
、
市
民
の
「
過
剰
な
関
心
」
と
「
過
剰
な
無
関
心
」
の
谷
間
に
、

河
川
が
置
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
は
、
「
環
境
」
の
社
会
的
な
定
義
が
定
ま
ら
な
い
。
そ
の
河
川
環
境
に
関
わ
る
社
会
的
な
定
義
は

個
別
性
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
一
つ
一
つ
の
河
川
ご
と
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
河
川
法
の
改
正
で
本
格

的
に
（
そ
れ
以
前
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
続
い
て
き
た
）
導
入
さ
れ
た
「
参
加
と
連
携
」
の
問
題
で
あ
る
。
河
川
環
境
を
回
復
す

る
た
め
に
は
、
流
域
住
民
の
参
加
と
連
携
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
そ
の
参
加
と

連
携
が
名
目
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
流
域
連
携
の
活
動
が
盛
ん
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
行
政
に
よ
る
住
民

の
「
主
体
性
の
鼓
舞
」
の
結
果
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
質
的
な
「
参
加
と
連
携
」
の
あ
り
方
が
い
ま
だ

「
見
え
な
い
」
。
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以
上
の
こ
と
は
、
河
川
行
政
を
め
ぐ
る
中
央
集
権
化
と
分
権
化
と
の
問
題
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
河
川
法
改
正
に
お
い
て
、

地
域
の
意
見
の
聴
取
な
ど
を
含
め
て
、
分
権
化
へ
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
河
川
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
分
権
一
括
法
に
よ

っ
て
行
政
シ
ス
テ
ム
全
体
が
分
権
化
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
依
然
と
し
て
、
財
政
的
な
決
定
権
な
ど
、
集
権
的
構
造
が
存
続

し
て
い
る
。
一
方
、
地
方
の
側
に
は
財
政
的
な
脆
弱
性
に
加
え
、
河
川
整
備
や
管
理
に
関
わ
る
技
術
が
十
分
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
長
い
間
、
中
央
集
権
的
な
土
木
行
政
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
中
央
に
研
究
面
で
も
、
人
材
面
で
も
技
術
的
ス
ト
ッ
ク
が
集
中

し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
財
政
的
、
技
術
的
な
不
足
の
伝
統
が
、
地
方
が
主
体
的
に
河
川
環
境
を
管
理
し
て
ゆ
こ
う
と
す

る
意
欲
を
殺
い
で
い
る
。



九

河
川
管
理
の
た
め
の
重
層
的
モ
デ
ル

環
境
問
題
を
議
論
す
る
と
き
、
環
境
を
回
復
す
る
た
め
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
設
計
に
向
け
た
構
想
力
が
求
め
ら
れ
る
。
と
く
に
環

境
を
研
究
す
る
社
会
学
の
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
将
来
像
へ
の
構
想
力
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
で
強
調
し
て
き
た
の
は
、
河
川
環
境
を
議
論
す
る
に
は
次
の
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一

に
河
川
環
境
の
問
題
を
治
水
、
利
水
、
環
境
の
全
体
の
中
で
議
論
す
る
こ
と
、
第
二
に
河
川
環
境
の
問
題
を
地
域
社
会
の
社
会
構
造

と
つ
な
げ
て
議
論
す
る
こ
と
、
第
三
に
河
川
環
境
の
問
題
を
全
体
社
会
、
流
域
全
体
、
小
さ
な
地
域
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
関
連
さ
せ

て
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
具
体
的
に
、
河
川
環
境
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
第
一
に
全
体
社
会
の
問
題
と
し
て
河
道
主
義
か
ら
の
転
換
、
第
二

に
河
川
管
理
の
分
権
化
、
第
三
に
河
川
を
め
ぐ
る
小
シ
ス
テ
ム
の
回
復
、
第
四
に
河
川
法
の
改
正
な
ど
を
具
体
化
し
て
ゆ
く
方
策
を

現
場
で
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
、
さ
ら
に
、
第
五
に
河
川
秩
序
の
「
下
か
ら
の
形
成
」
（
あ
る
い
は
河
川
を
め
ぐ
る
公
共
性
の
「
下
か
ら
の

形
成
」
）
が
必
要
と
な
る
と
考
え
て
き
た
。

河川の比較社会学に向けて

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
河
川
環
境
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
重
層
的
な
河
川
管
理
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
（
図
7
参
照
）
。
土
木
工
学
の
分
野
か
ら
も
、
流
域
圏
・
都
市
再
生
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
や
「
流
域
の
入
れ
子
構
造
」
が
議
論
さ

れ
て
い
る
（
辻
本
、
二

O
O
五
一
和
田
、
二

O
O
五
一
吉
川
、
二

O
O
五

a
、
二

O
O
五
b
、
岸
、
二

O
O
五
）
。
重
層
的
シ
ス
テ
ム
を
構

想
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
空
間
ス
ケ
ー
ル
ご
と
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
を
支
え
る
社
会
的
主
体
を
必
要
と
し
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
相
互
の
連
携
の
あ
り
方
こ
そ
が
問
題
と
な
る
。

河
川
管
理
モ
デ
ル
は
、
脇
田
健
一
の
「
階
層
化
さ
れ
た
流
域
管
理
」
モ
デ
ル
（
脇
田
、
二

O
O
五
）
の
発
想
に
も
通
低
す
る
。
さ

ら
に
、
空
間
の
利
用
と
し
て
は
、
篠
原
修
の
「
空
間
の
多
層
的
利
用
」
の
議
論
に
も
通
じ
て
い
る
。
利
用
に
関
し
て
は
、
水
辺
空
間
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図7 河川の重層的システムとそれをとりまく社会的環境

河川の具体的な姿

｜河川秩序公共d性｜

河
川
全
体
の
秩
序
公
共
性

個
別
河
川
の
秩
序
公
共
性

｜構造：重層的システム｜｜多様な主体｜

を
「
日
本
に
は
古
く
か
ら
同
一
の
空
間
を
公
私
の
使
い
分
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け
に
よ
っ
て
多
層
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
空
間
の

魅
力
を
倍
加
さ
せ
る
と
い
う
伝
統
が
あ
っ
た
」
、
「
私
的
占

有
と
公
的
利
用
と
は
互
い
に
相
手
を
排
除
す
る
の
で
は
な

く
、
多
層
的
に
共
存
し
て
利
用
の
楽
し
み
を
増
し
、
空
間

に
深
み
を
与
え
て
い
た
」
（
篠
原
、
二
O
O
六
一
八
九
｜
九

O
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
治
水
に
関
し
て
は
、
大
熊
孝
の

「
水
害
対
応
の
三
段
階
」
の
議
論
に
も
通
じ
て
い
る
。
水

害
対
応
の
三
段
階
と
は
、
「
個
人
的
・
私
的
段
階
」
（
自
分

自
身
や
家
族
を
ど
う
守
る
か
）
、
「
地
域
住
民
の
協
力
」

の

段
階
（
自
分
た
ち
の
地
域
・
仲
間
を
ど
う
守
る
か
）
、
「
大
局

的
な
」
段
階
（
為
政
者
な
い
し
計
画
者
が
河
川
を
ど
う
扱
う

か
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
「
以
上
の
三

つ
の
段
階
に
お
け
る
対
応
が
、
相
互
に
補
完
し
あ
う
形
で

実
施
さ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
水
害
対
策
は
完
結
し
た
も

の
に
な
る
」
（
大
熊
、

一
九
八
八
一
一
七
）
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
河
川
環
境
の
よ
り
よ
い
保
全
シ
ス
テ
ム
を

構
想
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
河
川
の
比
較
検
討
を
行
な
っ

て
ゆ
く
た
め
に
は
、
重
層
的
モ
デ
ル
か
ら
出
発
す
る
こ
と



が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
重
層
的
な
モ
デ
ル
を
構
想
す
る
た
め
に
、
今
後
、
第
一
に
重
層
的
な
シ
ス
テ
ム
間
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
、
第
二
に
各

シ
ス
テ
ム
内
に
お
け
る
多
様
な
主
体
間
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
、
第
三
に
上
向
と
下
向
と
の
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
第
四
に
重
層
的

な
モ
デ
ル
に
お
け
る
制
度
と
運
動
と
の
関
連
性
、
第
五
に
重
層
的
な
モ
デ
ル
の
流
域
社
会
ご
と
の
差
異
と
共
通
性
、
第
六
に
重
層
的

な
モ
デ
ル
に
お
け
る
一
般
住
民
の
意
識
と
行
動
、
生
活
様
式
、
第
七
に
地
域
自
ら
が
自
分
た
ち
の
「
環
境
を
定
義
す
る
」
（
自
治
的

環
境
定
義
）
の
可
能
性
、
第
八
に
重
層
的
な
モ
デ
ル
に
お
け
る
人
間
と
河
川
と
の
接
点
（
中
間
、
唆
昧
）
空
間
、
第
九
に
「
身
近
な

水
、
水
循
環
」
の
発
見
（
あ
る
い
は
可
視
化
）
、
第
十
に
重
層
的
な
モ
デ
ル
の
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
治
水
、
利
水
、
環
境
を
相
互
に
関

連
さ
せ
る
こ
と
、
第
十
一
に
各
河
川
に
お
け
る
「
最
適
な
重
層
的
な
モ
デ
ル
」
の
検
討
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
重
層
モ
デ
ル
と
主
体
、
秩
序
・
公
共
性
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
今
後
次
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、

多
様
な
主
体
が
多
重
的
な
レ
ベ
ル
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
い
か
な
る
役
割
を
発
揮
す
る
の
か
、
第
二
に
、
河
川
ご
と
に
秩
序
・
公
共

性
が
ど
う
決
定
さ
れ
そ
れ
が
重
層
的
な
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
を
ど
う
決
定
づ
け
て
ゆ
く
の
か
、
第
三
に
、
主
体
、
構
造
、
原
理
の
あ

り
方
が
河
川
の
具
体
的
な
環
境
、
治
水
、
利
水
の
あ
り
方
に
ど
う
現
わ
れ
て
く
る
の
か
、
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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